
城南衛生管理組合随意契約（特別指名）について、下記のとおり公表す

る。 

 

事 業 名 クリーン 21 長谷山電気調達 所管課 クリーン 21長谷山 

 

種別及び概要 

クリーン 21長谷山における電気の調達 

（予定使用電力量 常時電力 143，872kWh、自家発補給電力 

313，350 kWh） 

 

随意契約理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第 8号に該当 

 

契約の相手方 

      住    所   東京都港区芝公園二丁目 6-3 

      名  称   （株）エネット 

      代表者名   代表取締役 武田 勉 

契約種別         単価契約 

            （１）基本料金（常時電力）609.80円（1kW/月） 

            （２）基本料金（自家発補給電力）2,002.32円（1kW/月） 

            （３）電力量料金（常時電力） 

                  夏季 15.09円（1kWh） 

                その他季 14.23円（1kWh） 

            （４）電力量料金（自家発補給電力） 

             ①定期検査又は定期補修による場合 

                  夏季 16.12円（1kWh） 

                その他季 15.19円（1kWh） 

             ②①以外の場合 

                  夏季 18.97円（1kWh） 

                その他季 17.81円（1kWh） 

            （５）アンシラリーサービス料金 

                  37.80円（対象容量 1kW/月） 

調達期間   自     平成 28年 4月 1日 

       至     平成 29年 3月 31日 

事業場所（納入場所）   クリーン 21長谷山 

契 約 日              平成 28年 4月 1日 

 


